
本検討会議における検討・検証についての提言
―大学入試の「公共性」の回復の視点から―

公益財団法人あすのば理事

内閣府・子供の貧困対策に関する有識者会
議構成員

文部科学省・スーパーサイエンスハイス
クール（SSH）支援事業の今後の方向性等
に関する有識者会議委員

なぜ受験生が安心して受験できない状況になってい
るのか？

-試験制度そのものの課題
（英語民間試験、記述式テスト）
→公平性・公正性、信頼性・妥当性

-共通テスト改革のプロセスの課題
→透明性、合理性

これらの準拠すべき原理・原則(Norm)を明確にした

大学入試の「公共性」の回復が

必要とされる状況
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あらためて本検討会議の目的の確認
令和元年12月27日報道発表資料

「大学入試英語成績提供システム」及び大学入
学共通テストにおける国語・数学の記述式に係
る今般の一連の経過を踏まえ、大学入試におけ
る英語４技能の評価や記述式出題を含めた大学
入試のあり方について検討を行うため、「大学
入試のあり方に関する検討会議」を設置するこ
ととしましたのでお知らせ致します。

１．検討事項

（１）英語４技能評価のあり方

（２）記述式出題のあり方

（３）経済的な状況や居住地域、障害の有無等
にかかわらず、安心して試験を受けられる配慮

（４）その他大学入試の望ましいあり方

2月7日議事録より

文部科学大臣発言

本検討会議は英語成績提供システム及び大学入学共通テストにおける記述式問題の導入について，来年度から

の実施を見送ったことを受け，受験生が安心して受験できるよりよい制度を構築するために，

これまで指摘された課題や，延期や見送りをせざるを得なかった経緯も検証しつつ，改めて方向
性を御議論いただくために設置したものであります。したがって，高大接続改革そのものですとか，英語
によるコミュニケーション能力や思考力・判断力・表現力を育成・評価することの必要性は変わるものではな

く，これらの重要性を踏まえた上で，入試と高校教育や大学教育との役割分担をどう考えていく
か，どこまでを入試で問うべきか，また共通テストと各大学の個別入試との役割分担をどう考えるかなどにつ
いて，外部の有識者からのヒアリングも交えつつ，率直な御議論をいただきたいと考えているものであります。

本日は，これまでの検討において，制度設計のどこに問題があったかを御議論いただく材料の1つ
として，過去の検討経緯の整理も配付しております。よりよい制度を構築していくために，建設的で忌憚のな
い御意見をお願い申し上げて，まずは私からの御挨拶にしたいと思います。
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本検討会議における「検討」と「検証」についての整理が必要である
←高大接続改革、英語だけでなく日本語でのコミュニケーション能力、思考力・判断
力・表現力を育成・評価することの必要性は共有したうえで

検討

A.受験生が安心して受験できるよりよ
い制度のあり方の検討

A1.経済的な状況や居住地域、障害の
有無等にかかわらず、安心して試験
を受けられる配慮

B:英語4技能評価、記述式出題のあり
方

C.(大学)入試と高校教育や大学教育と
の役割分担の検討

C1.共通テストと各大学の個別入試と
の役割分担をどう考えるか

D.大学入試の望ましいあり方・方向性

検証

1.制度設計のどこに問題があったか
の検証

2:延期や見送りの経緯の検証

3:これまでに指摘された課題の検証
（共通テスト／英語4技能試験／
記述式試験）
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「検討」と「検証」の柱建ての再整理

検討

A.受験生が安心して受験できるよりよい制
度のあり方の検討

A´.今回と同様の混乱を繰り返さないため
の原理・原則の再構築（大学入試政策に
おける公正の確保、透明性の向上）

A1.経済的な状況や居住地域、障害の有無
等にかかわらず、安心して試験を受けら
れる配慮

B:英語4技能評価、記述式出題のあり方

C.(大学)入試と高校教育や大学教育との役
割分担の検討

C1.共通テストと各大学の個別入試との役
割分担をどう考えるか

D.大学入試の望ましいあり方・方向性

検証

1.制度設計のどこに問題があったかの検
証

2:延期や見送りの経緯の検証

4.これまでの大学入試における原理原則
や意思決定原則などの確認・検証（機
会均等、公平性・公正性、透明性、利
益相反等）

5.もともと日本の大学入試において経済
的な状況、居住地域等の要件が十分に
勘案され配慮されてきたのかの検証

3:これまでに指摘された課題の検証（共
通テスト／英語4技能試験／記述式試
験）

6.高校教育改革、大学教育改革の進展や
到達点、課題を共有する仕組みの検証

7.大学入試の多様化の中でのセンター試
験、多様な入試形態の役割や「効果」の
検証
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「検討」と「検証」の柱建ての再整理（試案）
オレンジ：すでに本検討会議での検討・検証となる事項 青：本会議で検討・検証すべき事項
緑：中央教育審議会等他の会議体での検討もしくは実践ベースで取り組まれるべき事項
白：本検討会議の全プロセスを通じて検証・検討されなければならない課題

検討

D.大学入試の望ましいあり方・方向性

A.受験生が安心して受験できるよりよい制
度のあり方の検討

A´.今回と同様の混乱を繰り返さないため
の原理・原則の再構築（大学入試におけ
る公平・公正の確保、透明性の向上）

A1.経済的な状況や居住地域、障害の有無
等にかかわらず、安心して試験を受けら
れる配慮（機会均等・公正性）

B:英語4技能評価、記述式出題のあり方

C.(大学)入試と高校教育や大学教育との役
割分担の検討

C1.共通テストと各大学の個別入試との役
割分担をどう考えるか

検証

1.制度設計のどこに問題があったかの検証

2:延期や見送りの経緯の検証

4.これまでの大学入試における原理原則や意
思決定原則などの確認・検証（機会均等、
公平性・公正性、透明性、利益相反等）

5.もともと日本の大学入試において経済的な
状況、居住地域等の要件が十分に勘案され
配慮されてきたのかの検証

3:これまでに指摘された課題の検証（共通テ
スト／英語4技能試験／記述式試験）

6.高校教育改革、大学教育改革の進展や到達
点、課題を共有する仕組みの整理・検証

7.大学入試の多様化の中でのセンター試験、
多様な入試形態の役割や課題、効果の整理・
検証
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「検討」と「検証」の柱建ての再整理（試案）
オレンジ：すでに本検討会議での検討・検証となる事項 青：本会議で検討・検証すべき事項
緑：中央教育審議会等他の会議体での検討もしくは実践ベースで取り組まれるべき事項
白：本検討会議の全プロセスを通じて検証・検討されなければならない課題

検討

D.大学入試の望ましいあり方・方向性

A.受験生が安心して受験できるよりよい制
度のあり方の検討

A´.今回と同様の混乱を繰り返さないため
の原理・原則の再構築（大学入試におけ
る公平・公正の確保、透明性の向上）

A1.経済的な状況や居住地域、障害の有無等
にかかわらず、安心して試験を受けられ
る配慮（機会均等・公正性）

B:英語4技能評価、記述式出題のあり方

C.(大学)入試と高校教育や大学教育との役
割分担の検討

C1.共通テストと各大学の個別入試との役割
分担をどう考えるか

検証

1.制度設計のどこに問題があったかの検証

2:延期や見送りの経緯の検証

4.これまでの大学入試における原理原則や意
思決定原則などの確認・検証（機会均等、
公平性・公正性、透明性、利益相反等）

5.もともと日本の大学入試において経済的な
状況、居住地域等の要件が十分に勘案され
配慮されてきたのかの検証

3:これまでに指摘された課題の検証（共通テ
スト／英語4技能試験／記述式試験）

6.高校教育改革、大学教育改革の進展や到達
点、課題を共有する仕組みの整理・検証

7.大学入試の多様化の中でのセンター試験、
多様な入試形態の役割や課題、効果の整理・
検証
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そもそも Evidence Informed Policy  and Practice（EIPP)の視点から検
討してみると高大接続改革の初期段階から本質的な課題があることを指摘
しなければならない。

Evidence Based Policy Making(EBPM、客観的証拠にもとづく政策立案)
：一方向的、狭義に解釈されがち
（残念ながらPolicy Based Evidence Makingと揶揄されるケースも・・・ )

Policy
（政策）

Evidence
（データにもとづ
く証拠・根拠）

Evidence Informed Policy and Practice(EIPP、客観的証拠を共有し参照しな
がらの政策立案と実践の展開)：エビデンスにもとづきつつ、価値・規範や実
践などの社会・政治的次元との相互作用を重視

Policy
（政策）

Evidence
（データにも
とづく証拠・

根拠）

Practice
（実践）

Research
（調査・研

究）

Levacic&Glatter2001,OECD2007,山口ほか2017,林2019,第3期教育振興基本計画等から報告者作成

7

Value
(達成すべき

価値)

Norm
(遵守すべき

規範)

政策目標・政策ター
ゲットが絞り込まれて
いる状態では良好に機
能（医療政策における
EBM）



EIPPにおいて参照すべき事例：
スーパー・サイエンス・ハイスクール（上）および子どもの貧困対策（下）
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Policy
（政策）

Evidence
（データにも
とづく証拠・

根拠）

Practice
（実践）

Research
（調査・研

究）

Policy
（政策）

Evidence
（データにも
とづく証拠・

根拠）

Practice
（実践）

Research
（調査・研

究）

Value
(達成すべき

価値)

Norm
(遵守すべき

規範)

Value
(達成すべき

価値)

Norm
(遵守すべき

規範)

先進的な理数系教育による
創造性豊かな人材育成

研究倫理
公的資金利用ルール

MEXT-JSTによ
る支援的政策

212校指定
地域・特色の

多様性

専門家連携
学校支援型の
丁寧な中間評
価（JST）

SSH校の指定
前後の有効性
検証へ

児童の権利の尊重、最前の利益、
意見の尊重（法・大綱改正）
教育の機会均等

子どもの貧困の改善

自治体主導に
よる子どもの
貧困対策の調
査・政策の蓄
積

子ども・保護
者・支援者に対
する自治体調査
の蓄積
→国の指標改善
（25→39指標に
拡大）

政策プロセスへの
当事者参画
省庁連携による政
策展開
エビデンスにもと
づく政策展開
（足立区等）

生まれる前から若
者期まで「切れ目
のない支援」（医
療―教育―福祉連
携、チーム学校・
学校プラット
フォーム
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第9回教育再生実行会議・資料1-1
「中央教育審議会高大接続特別部会の
審議状況等について」(2013年6月6日)

「原因は？」と書かれているが現在までのチェッ
クにおいて原因が詳細に分析されたプロセスが見
つからない。しかし高大接続答申では「学力の三
要素を踏まえた指導が浸透していない」(p.4)とい
う原因に帰着させられている（ように見える）。
※学習時間×高校偏差値のほかに分析されなけれ
ばならない変数は、少なくとも以下の通り
高校の授業形態、評価方法の特徴
保護者所得・SES(社会経済資本)
将来希望進路（の有無）
高校生自身が受験予定・希望の入試形態

-推薦・AO入試の運用が「学力不問」であるかどうか、
また一般入試（センター利用ある／なし）の大学で
の学修等へのインパクトは専門分野・大学等によっ
て異なるはず。
-「学力検査偏重」の選抜が、グローバルに活躍する
人材等を育成できていない？

※これらのことが根拠をもって政策提案につなげら
れるためには、たとえば入試形態×大学生の学修や
大学適応等／入試形態×卒業後進路に関する国内研
究や各大学IRを活用したシステマティック・レ
ビューが行われる必要がある。

高大接続改革では、そもそもデータの用いられ方
が「エビデンス」と呼べるレベルなのか？
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高大接続改革に「一貫した方針を見出すことは難しい」
(荒井2018,p.5)
→学力・能力の転換というValue-led型改革ではあるが、

テスト実施方式(Policy)に大きな混乱をひきおこし、
高校・大学の教育(Practice)への浸透についても課題がある

→各論とともに、構造的課題の明確化と改善が必要

大学入試のあり方に関
する検討会第2回資料

高大接続システム改革
会議「中間まとめ」



Evidence Informed Policy and Practice(EIPP)の視点からは
のぞましい相互作用がまったく機能していないという構造的課題が明確
になる。

Policy
（政策）

改善の余地のあ
るエビデンス利

用

リサーチの蓄積
の不足

Practice
（実践）
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✔日本における教育分野エ

ビデンスの戦略的蓄積や政策
活用自体の課題
✔意思決定過程への専門家

関与の課題（権限の未確立）
✔エビデンスの蓄積をふま

えたシステマティック・レ
ビュー・メタ分析を支える体
制の課題
✔現場実践との協働による

リサーチ開発や政策改善プロ
セスには相当に発展の余地が
ある。

✔実現可能性を軽視

した政策決定
✔入試が変われば高

校教育は変わる＝教
育実践における改善
アプローチの軽視
✔ステークホルダー

（高校生・受験生・
教職員等）の意見や
不安の軽視

EIPPの視点から見た高大接続改革の課題：
なぜ大学入試政策の「公共性」が後退してきたのかの構造的課題があきらかになる

Value（達成す
べきとされてい
る政策的価値）

の
肥大化

Norm(大学入試が遵
守すべき規範＝原理

原則)の後退

柱1～柱6にかかわるすべての論点がつめこまれ
た状態
✔達成すべき政策的価値の優先順位
✔政策ターゲットの明確性
✔遵守すべき原理原則

などすべてが混乱状態
→「公共性」の後退の主要因
→なぜこの状態が生じてしまったのか？



「柱2：今回と同様の混乱を繰り返さないための原理・原則の再構築」
なぜ重要か？大学入試において重要なのは遵守すべき原理・原則が明確化され共有されて
いることである(Norm-led)
→「公共性」の回復の前提
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Value
(達成すべき

価値)

Norm
(遵守すべき原理・原則)

参照事例：EIPPの視点から見たイギリスの高大接続改革「シュワルツ報告」(沖2019より報告者作成)

社会経済階層、
性別、障害、
エスニシティ、
進学地域等に
よる大学進学
格差等の分析
※透明性原則
にもとづく
データ公開

教育省から
大学副学長
等で構成さ
れる実務家
専門家委員
会への委託

①公正な入学者選抜は、透明性を有し、一貫性があり効率的な情報を提供
すべきである。
②公正な入学者選抜を通じて、その学修成果と潜在能力によって当該教育
プログラムを完了する能力があると判断される学生が選抜されるべきであ
る。
③公正な入学者選抜制度においては信頼性があり妥当な評価方法が用いら
れるよう努力すべきである。
④公正な入学者選抜では、志願者の障壁が最小になるようにすべきである。
⑤公正な入学者選抜制度では、全ての面で専門性を高めるべきであり、当
該機関の構造や過程においてその専門性が示されるべきである。

各大学にお
ける実践と
大学評価政
策等を通じ
た継続的な
改善

「すべての個人が、自らの能力と熱意に見合った教育プログ
ラムへの入学を確保するに際して、自らの背景とは無関係に、
平等な機会を提供されるべき」
＝機会均等、公正性

柱2

各大学の自
律性に依拠
した大学入
試改革
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↑イギリス教育省Department for 
Education提供資料(2015年3月)

←↓沖(2019)より転載

イギリスにおいては、
「教育における社会的公正の実現」が、
最重要の原理・原則(Norm)であり、

学力や進学機会の「格差を縮減する
(Closing Gap)」ことが就学前から高等
教育を貫く政策目標(Value)とされてい
る。



すでに日本においても大学入試の原理・原則が示されているポリシーは複数ある
→公平性・公正性とともに、それ以外の諸基準（透明性、妥当性・信頼性）の整理や検討を
したうえで、ステークホルダーおよび国民に発信と共有をはからなければならない。

※とくに英語四技能測定や記述式問題の導入経緯の不透明性をふまえると、民間企業の大学
入試関与については国民の納得に値する原理・原則が構築されなければならない（透明性、
機会均等、利益相反、高校教育への悪影響の排除、学習者の権利と利益の保護）

文部科学省高等教育局長通知「令和2年度大
学入学者選抜実施要項」

各大学は，入学者の選抜を行うに当たり，
公正かつ妥当な方法によって，

• 入学志願者の能力・意欲・適性等を多面
的・総合的に評価・判定する。その際，
各大学は，年齢，

• 性別，国籍，家庭環境等に関して多様な
背景を持った学生の受入れに配慮する。
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中教審答申(1971)<通称：46 答申>の
中間報告

「入学選抜方法については，･･･一定
の発展の方向ではなく，常に

『公平性の確保』

『適切な能力の判定』

『下級学校への悪影響の排除』

という原則のいずれに重きを置くべき
かという試行錯誤の繰り返しであった
ということができる」

(西郡2012,木村・倉本2006)

※46答申は大学入試におけるEBPM、
EIPPの先行事例としてもきわめて重要



中央教育審議会答申「新しい時代にふさわ
しい高大接続の実現に向けた高等学校教育、
大学教育、大学入学者選抜の一体的改革に
ついて」(平成26年)

• 年齢、性別、国籍、文化、障害の有無、
地域の違い、家庭環境等の多様な背景を
持つ高校生一人ひとりが、高等学校まで
に積み上げてきた多様な経験や能力を度
外視し、１８歳頃における一度限りの一
斉受験という画一化された条件において、
知識の再生を一点刻みで問う問題を用い
た試験の点数による客観性の確保を過度
に重視し、そうした点数のみに依拠した
選抜を行うことが「公平」であるという、
従来型の「公平性」の観念が社会に根付
いていることがあると考えられる。

• 既存の「大学入試」と「公平性」に関す
る意識を改革し、年齢、性別、国籍、文
化、障害の有無、地域の違い、家庭環境
等の多様な背景を持つ一人ひとりが、高
等学校までに積み上げてきた多様な力を、
多様な方法で「公正」に評価し選抜する
という意識に立たなければならない。

15

大学入学者選抜の公正確保等に関する有識者会
議・最終報告(令和元年5月)

これからの大学入学者選抜は，一人ひとりの多
様な能力や資質，才能等に応じて大学での教育
を受ける機会が開かれるよう，一人ひとりが身
につけた多様な力を多様な入学者選抜方法で
「公正」に評価することが求められている。
ここに言う「公正」には，入学志願者や保護者，
高等学校関係者等の関係者をはじめ広く社会か
ら理解されるよう，多様な入学者選抜が適切な
手続により実施されるべきとの趣旨が含まれる。

大学入学者選抜が公正なものとして広く社会か
ら理解を得られるために必要な事項を整
理すれば，次の４点に集約されると考えられる。
① 合理的で妥当な入学者選抜の実施方針・方法
等を具体的に定めること
② ①を社会に公表し，周知すること
③ ①を遵守して，入学者選抜を実施すること
④ 入学者選抜の実施結果の妥当性を説明できる
こと



「柱3 経済的な状況や居住地域、障害の有無等にかかわらず、安心して試験を受けら
れる配慮（機会均等・公正性）」

→日本における機会均等問題を考える際に、貧困(経済格差)、都市地方
格差、性別格差をどのように改善していくかは、正面から向き合わなければな
らない課題

→共通テストだけでなく、すべての大学の多様な入試において「公正」をどのよ
うに実現していくのか？
原理・原則の再構築とともにエビデンスにもとづくPolicy and Practiceが必要

16

柱3



「子供の貧困対策に関する大綱」(令和元年11月閣議決定・改正)により
子どもの貧困対策はEIPPの新たな段階に

→「困窮層は多様」、自治体・団体のエビデンス蓄積による政策ター
ゲットの正確な把握、全国的な調査へ

• 生活保護世帯

• 児童養護施設の子ども

• ひとり親世帯の子ども

以外にも

ーふたり親世帯

―多子世帯

－外国につながる子ども

―ヤングケアラー

17

生活保護世帯の子どもの大学進学率の
指標化（子どもの貧困対策法第8条2二）

それだけでは不足。
大学入試における機会均等・公正性の改
善に際して

・貧困（低所得）
・性別（女性）
・居住地域（地方）

にくわえ
-障害のある受験生
-日本語指導が必要がある子ども
-高等教育を受けていない成年

等の高等教育志願者の多様性を考慮する
必要がある。



ただし、公正な教育機会が実現されるためには就学前教育から高等
教育までの一貫した取り組みが必要。
文部科学行政と地方教育行政をあげた真摯な取り組みなしには実現
は不可能。
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「食料が買えなかったことがある」

「主観的成績」

広島県「子どもの生活実態調査」
(2017年調査)より

貧困状態の厳しい子どもは、衣食住の
ベーシックニーズが満たされておらず、
成績も低い。
小学校低学年から「授業がわからない」



そもそも大学入試だけを論じていても、日本の教育機会均等や入試
機会の「公正」はまったく達成されない。

（いまの日本の教育システムのなかで18-19歳で大学受験できる若者だけに準拠し
て考える「公正」は狭い）
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大学

高等
学校

義務教育

就学前教育

凡庸な教育格差社会(松岡2019,p.231)
忍び寄る分断社会(吉川2018,p.10)

-学校外教育機会格差の
はじまり(松岡
2019,p.14)
-生まれる前からの栄
養・食・生活習慣格差に
よる健康・発育格差の開
始(阿部ほか2018)

-テスト結果の都市
間・国家間ランキン
グだけにこだわる日
本のテスト政策
-「格差是正」
「公正」実現を政策

化しない日本。
-「お寒いとしかいえ
ない」状況(鈴木・志
水2012,p.246)

-学校は「格差生成装置」
-切り離される非大卒者(所得・学
歴・健康・幸福感等で分断される)
-再チャレンジを許さない社会
(吉川2018,p.95,105)

大学入試もまた
「格差生成装置」

-PISAや全国学力・学習状況調査
における学力格差指標(貧困層／
非貧困層)の見送り
（2019年子どもの貧困対策大綱）
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日本の下位5％の
ESCS(社会経済階
層）PISAスコアは他
の先進国と比較して
も低い

日本の上位5％の
ESCSのPISAコアは他
の先進国と比較して
も決して高くない

日本のPISAスコアの社会経済階層による格差は先進国最小
とされるが、エリート政策も貧困政策も成功していないた
めである。(OECD2018,p.51より)

-日本は
格差是正マイナス、
水準向上プラスの学
力政策

-他の先進国と「かけ
はなれた位置」(鈴
木・志水2012,p.246)



「検討」と「検証」の柱建ての再整理（試案）
オレンジ：すでに本検討会議での検討・検証となる事項 青：本会議で検討・検証すべき事項
緑：中央教育審議会等他の会議体での検討もしくは実践ベースで取り組まれるべき事項
白：本検討会議の全プロセスを通じて検証・検討されなければならない課題

検討

D.大学入試の望ましいあり方・方向性

A.受験生が安心して受験できるよりよい制
度のあり方の検討

A´.今回と同様の混乱を繰り返さないため
の原理・原則の再構築（大学入試におけ
る公平・公正の確保、透明性の向上）

A1.経済的な状況や居住地域、障害の有無等
にかかわらず、安心して試験を受けられ
る配慮（機会均等・公正性）

B:英語4技能評価、記述式出題のあり方

C.(大学)入試と高校教育や大学教育との役
割分担の検討

C1.共通テストと各大学の個別入試との役割
分担をどう考えるか

検証

1.制度設計のどこに問題があったかの検証

2:延期や見送りの経緯の検証

4.これまでの大学入試における原理原則や意
思決定原則などの確認・検証（機会均等、
公平性・公正性、透明性、利益相反等）

5.もともと日本の大学入試において経済的な
状況、居住地域等の要件が十分に勘案され
配慮されてきたのかの検証

3:これまでに指摘された課題の検証（共通テ
スト／英語4技能試験／記述式試験）

6.高校教育改革、大学教育改革の進展や到達
点、課題を共有する仕組みの整理・検証

7.大学入試の多様化の中でのセンター試験、
多様な入試形態の役割や課題、効果の整理・
検証
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柱1

柱2

柱3

柱4

柱5

柱6

再掲



大学入試の「公共性」の回復の視点：結論といくつかの具体的要望

• 「検証」とセットになった「検討」を！

• 構造的課題の明確化と改善が必要
• 柱1【大学入試の望ましいあり方・方向性・受験生が安心して受験できるよりよい

制度のあり方の検討】のためには

• 各論（英語四技能・記述式テスト）のあり方とともに

柱2【今回と同様の混乱を繰り返さないための原理・原則の再構築（大学入試におけ
る公平・公正の確保、透明性の向上）】が不可欠

-EIPPモデルはその試行的作業ではあるが意思決定の混迷の検証と再発防止には有用

• 柱3【経済的な状況や居住地域、障害の有無等にかかわらず、安心して試験を受け
られる配慮（機会均等・公正性）】については

-現行の日本の大学入試が公正とはほど遠い状況に対する検証がきわめて重要

-諸外国とくらべてあまりに貧弱なエビデンスやリサーチ、専門家関与の体制の改善
が必要

-これまで指摘されてきたマイノリティグループ（貧困・女性・地方在住者）のほか
に、日本語指導が必要な生徒の大学等進学率、障害を持つ生徒の大学等進学率、ま
た卒業率等のエビデンスの拡充が不可欠（柱6・入試形態に着眼した分析も必要） 22
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